
特定高齢者の決定方法等の見直し（平成19年度′））について  

：○運動器の機能向上関係  

土に該当  

lO口腔機能の向上関係（次のいずれかに該当）  

：t口腔機能の向上釧主に該当  
1・視診により口腔内の衛生状態に問題を確認  

：■反復唾液瞭下テストが3回未満  

iO運動器の機能向上関係  

運動器の機能向上旦享星旦全三に該当  
iO栄養改善関係（次のいずれかに該当）  

：  

：○口腔機能の向上関係（次のいずれかに該当） l・口腔機能の向上旦項旦全三に該当  

・視診により口腔内の衛生状態に問題を確認  

・反復唾液瞭下テストが3回未満  

（
嘲
雌
駆
逐
∽
）
 
 
 



（参考資料6）  

基本チェックリスト  

回答  
No．   質問項目  （いずれかに○を  

お付け下さい）   

口  バスや電車で1人で外出していますか   0．はい  1．いいえ   

2  日用品の買物をしていますか   0．はい  1．いいえ   

3  預貯金の出し入れをしていますか   0．はい  1．いいえ   

4  友人の家を訪ねていますか   0．はい  1．いいえ   

5  家族や友人の相談にのっていますか   0．はい  1．いいえ   

6  階段を草すりや壁をったわらずに昇っていますか   0．はい  1．いいえ   

7  椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか  0．はい  1．いいえ   

8  15分位続けて歩いていますか   0．はい  1．いいえ   

9  この1年間に転んだことがありますか   1．はい  0．いいえ   

10  転倒に対する不安は大きいですか   1．はい  0．いいえ   

皿  6カ月間で2一〉3kg以上の体重減少がありましたか   1．はい  0．いいえ   

12  身長  cm  体重  kg（BMI＝  ）（注）   

13  半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか   1．はい  0．いいえ   

14  お茶や汁物等でむせることがありますか   1．はい  0．いいえ   

15  口の渇きが気になりますか   1．はい  0．いいえ   

16  週に1回以上は外出していますか   0．はい  1．いいえ   

17  昨年と比べて外出の回数が減っていますか   1．はい  0．いいえ   

18  周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われ  1．はい  0．いいえ  

ますか   

19  自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか   0．はい  1．いいえ   

20  今日が何月何日かわからない暗がありますか   1．はい  0．いいえ   

21  （ここ2週間）毎日の生活に充実感がない   1．はい  0．いいえ   

22  （ここ2週間）これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった  1．はい  0．いいえ   

23  （ここ2週間）以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じら  1．はい  0．いいえ  

れる   

24  （ここ2週間）自分が役に立つ人間だと思えない   1．はい  0．いいえ   

25  （ここ2週間）わけもなく疲れたような感じがする   1、はい  0．いいえ   

閉じこもリ   

（注）BMI（＝体重（kg）÷身長（m）÷身長（m））が18．5未満の場合に該当とする。  
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（参考資料7）   

旧基準、新基準に分けた場合の特定高齢者の悪化人数、追跡（人・月）及び要介護度が悪化した者の発生率  

旧基準  
施策導入前（パイロット調査データ）  

運動機能  
男性  女性  

要介護度が悪化  要介護度が悪化  
測定得点          悪化人数（分子）  観察人・月（分母）   した者の発生率  

（靂化人■／観＊人・月）   （悪化人Iレ／轡寧人・月）   

0－2点   0   492  522   0．002  

65－74歳  3－4点   2   324   0．006   0   480  

5点   150   0．007   3   342   0．009   

0－2点   378   0．003   4   528   0，008  

75－84歳  3－4点   3   390   0．008   10   852   0．012  

5点   3   198   0．015   10   696   0．014   

0－2点   0   144  0   216  

85歳－  3－4点   2   156   0．013   5   450   0．011  

5点   0   84  378   0．003   

施策導入後（継続的評価分析支援事業データ）  

運動機能  
男性  女性  

要介護度が悪化  
測定得点          悪化人数（分子）  観察人・月（分母）  要介護度が悪化 した者の発生率  

（悪化人れ／嘲傭人・月）   （悪化人魚′／／観欝人・月〉   

0－2点   0   79  310   0．003  

65－74歳  3－4点   112   0．009   2   346   0，006  

5点   0   45  0   206  

0－2点   280   0．004   4   1240   0．003  

75－84歳  3－4点   7   281   0，025   2365   0．005  

5点   3   175   0．017   5   1044   0．005   

0－2点   4   154   0．026   4   492   0．008  

85歳－  3－4点   4   186   0．022   9   1325   0．007  

5点   139   0．007   7   541   0，013   

新基準  
施策導入前（／くイロット調査データ）  

運動機能  
男性  女性  

要介護度が悪化  
測定得点          悪化人数（分子）  観察人・月（分母）  要介護度が悪化 した者の発生率  

（暮化人数／最書人・月）   （モ化人札／¶群人・月）   

0－2点   3   1710   0．002   3   1758   0．002  

65－74歳  3－4点   4   1176   0．003   2   3024   0．001  

5点   150   0．007   3   342   0．009   

0－2点   3   1194   0．003   7   1434   0．005  

75－84歳  3－4点   8   1716   0．005   18   3552   0．005  

5点   3   198   0．015   10   696   0．014   

0－2点   2   288   0．007   0   408  

85歳－  3－4点   4   444   0．009   8   1044   0．008  

5点   0   84  378   0．003   

施策導入後（継続的評価分析支援事業データ）  

運動機能  
男性  女性  

要介護度が悪化  
測定得点          悪化人数（分子）  観察人・月（分母）  要介護度が悪化 した者の発生率  

（悪化人数／甘察人・月）   （是化人血／観轡人・月）   

0－2点   97   0．010   0   98  

65－74歳  3－4点   0   69  0   169  

5点   0   29  72一   0．014   

0－2点   0   76  0   159  

75－84歳  3－4点   0   180  2   489   0．004  

5点   0   45  2   80   0．025   

0－2点   8   0．125   0   66  

85歳－  3－4点   0   106  150   0．007  

5点   0   0  0   52  
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対象者の違いについて  
施策導入前  施策導入後  

継続的評価分析等事業データ  

（調査対象群）  
レセプトデータ（コントロール群）  

継続的評価分析等事業データ  

（調査対象群）  
・両群の市竪杜が違う（6市町と83市町村）  

・［捜夏鳥巌劃直視畳止｛せニビス受給畳1  

の属性の這い  

・属性を十分に講堂てきていない  

（性・年齢のみ調整）  

・対象者款か少ない  

／くイロット調査データ（コントロール群）  

（
嘲
此
脾
逆
0
0
）
 
 
 

両群は保性に違いかあるか、必要な  

調整が杢士分であり、かつ対象畳数  

か少なく、統計学的な有意差を十分  
に検出することか不可能  

83市町村‥旧基準899人（9，320（人・月））  

新基準371人（1，945（人・月））  
6市町‥旧基準588人（6，780（人・月））  

新基準1β79人（19，596（人・月））  
※（）内は平成18年度介護予防状況調査（全国ベース・調査期間＝平成18年4月～11月  



介護予防効果算出に用いるデータセットの違いについて  

施策導入後  施策導入前   

予防給付（要支援）  

新予防給付（要支援1）及び特定高齢者施策  介護給付費請求書（レセプト）データ  

H16．1．1  継続的評価分析支援事業データ  

※要支援1を例とする  
要支援  

特定嵩齢者  特定高齢者  

・H16、1月に要支援であった者を1年間追跡  

・1ケ月ごとのフォローアップデータがある  

・対象者ごとに追跡期間は異なる  

H19．12．31   

高 齢者施策  特定   

基本チェックリストに関する   

パイロット調査データ 

維朗巨悪∃  1年間  

・H19．1．1からH19．12．31までの1年間に  

調査票が記入されたデータを使用   

・3ケ月ごとのフォローアップデータがある   

一対象者ごとに追跡期間は異なる  

（
嘲
鵬
脳
室
面
）
 
 

・1年後に要介護度を把握  



（別紙）  

新予防給付導入（要支援2に相当する者）の効果分析について（参考）  

○ 新予防給付導入前に要介護1であった者と、導入後に要支援2である者は、要介護認定   

において、同じ「要介護1相当」のカテゴリーに属し（別紙参考資料1）、介護の手間に係る   

審査判定において「要介護1相当」であると判定された後、「認知症高齢者の日常生活自   

立度」や「認定調査結果（廃用の程度に関する調査項目）」等を用いて状態の維持・改善   

可能性に係る審査判定を行い、「要介護1」又は「要支援2」と判定されている。  

○ 今回，参考として、新予防給付導入前に要介護1であった者（41，141人）と、導入後に要   

支援2である者（5，394人）を同等の状態（要支援2に相当する者）と仮定する場合として、   

本文中の要支援1に相当（導入前に要支援）する者に関する解析と同様に、分析を行っ   

た。  

○ 導入前に要介護1であった者と、導入後に要支援2であった者が同等の状態であると仮   

定することから、両者ともに、要介護2以上となった場合に、悪化した者として集計した。   

○ なお，平成18年度の介護給付費実態調査（平成18年5月審査分～平成19年4月審   

査分）の結果を見ると、1年間継続して受給した者について、要支援2と要介護1のそれぞ   

れの「要介護状態の変化」をみると、翌年に悪化した者の割合は、それぞれ24．0％、   

25．6％であり、その差は1．6％（要支援2（24．0％）に対して7％に相当）であった（別紙参考   

資料2）。  

（1）新予防給付導入前（コントロール群）及び導入後（調査対象群）のデータについて  

○ 要支援1に相当する者と同様に、コントロール群及び調査対象群のデータにおけ   

る要介護度が悪化した人数、追跡（人・月）を、性・年齢階級ごとにデータ集計し   

たところ、表3のようになった。  
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表3 新予防給付導入前（コントロール群）及び導入後（調査対象群）の要介護度が悪化した人数、  

追跡（人一月）及び要介護度が悪化した者の発生率  

要支援2に相当する者  

男性  女性  

年齢  
要介護度が悪化  

悪化人数   観察人・月   悪化率   悪化人数   観察人・月   した者の発生率  
（分子）   （分母）  （悪化人数／槻帝人・月）  （分子）   （分母）   （悪化人数／  

観察人・月）   

65－74歳   445   21．485   0．021   526   43，876   0．012  

施策導入前 （要介護1）                 75－84歳   

995   40，850   0、024   2，334   145，038   0．016  

85歳－   819   27，179   0．030   2，590   100，541   0．026   

65－74歳   16   2，127   0．008   13   4，141   0．003  

施策導入後 （要支援2）                 75－84歳   

41   5，268   0．008   68   17，864   0．004  

85歳－   32   3．281   0．010   96   14，850   0，006   

（2）要介護度が悪化した者の発生率及び介護予防効果の算出について  

○ 上記データについて、要支援2に相当する者について、要介護度が悪化した者の  

発生率及び同発生率の相対危険度を算出したところ、以下のとおりとなった。  

①標準化法による要介護度が悪化した者の発生率（12，000（人・月）あたり（1000  

人を12ケ月追跡するとすれば））  

・新予防給付導入前（コントロール群）の要介護度が悪化した者の発生率：250．2  

・新予防給付導入後（調査対照群）の要介護度が悪化した者の発生率：67．2  

・要介護度が悪化した者の発生率の差（導入後一導入前）：－183．0（95％信頼区  

間：－192．9～－173．2）  

②ManteトHaenszel法による要介護度が悪化した者の発生率の相対危険度（調査対   

象群における「要介護度が悪化した者の発生率」のパイロット調査群の「要介護   

度が悪化した者の発生率」に対する比）   

・相対危険度：0．27（95％信頼区間：0．24～0．30）  

○ 以上の結果を解釈すれば、   

要支援2に相当する者について、標準化法を用いて、施策導入前後の要介護度が  

悪化した者の発生率とその差を算出したところ、要介護度が悪化する人数は、導入  

前の250人（250．2人）に対して、導入後は67人（67．2人）となり、  

施策導入前後の要介護度が悪化した人数は、統計学的有意に183人（183．0人）減  

少（対象者1，000人に 対して、18．3％の減少；導入前の悪化する人数に比べて73．  

1％減少）するという介護予防効果があった  

ということとなる（別紙参考資料3）。  
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（3）分析結果の解釈を行う上での留意事項  

○（1）（2）の分析では、新予防給付導入前の要介護1と導入後の要支援2を同等の状態   

と仮定した上での分析を行った。しかし、今回の解釈を行うにあたっては、以下の理由（①   

～③）により，要支援2よりも要介護1の方が要介護度が悪化する者の割合が高い可能   

性があるという点に留意する必要がある。  

① 要支援2及び要介護1は、前述のとおり、審査判定において、「要介護1相当」である   

と判定された後、「認知症高齢者の日常生活自立度」や「認定調査結果（廃用の程度に   

関する調査項目）」等を用いて両者のいずれかに判定される。つまり、要介護1は要支   

援2に比べて「認知症を有している」か「病状が不安定である」ため、生活機能がより低   

下しやすい可能性がある。  

② 本検討会による解析では，両群が同等の状態にあると仮定しているため，ともに要介   

護2以上の状態になる場合を「要介護状態が悪化した」と定義しており、その定義に従え   

ば、前述のように、統計学的有意差をもって介護予防効果があった。  

③ただし、当該効果の解釈においては、前述の平成18年度の介護給付費実態調査にお   

いて得られた、要支援2の24％と、要介護1の25．6％という、要介護度が悪化した者の   

割合の差について、要介護1の者は、要介護2以上の要介護へと移行した場合に悪化と   

定義されるが、要支援2の者は、要介護2以上となる場合に加え、要介護1と移行した場   

合でも悪化と定義される点（要支援2の方が、要介護1よりも「要介護状態の悪化」と定義   

される幅が大きい）を考慮する必要がある。  
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要支援・要介護区分について（平成18年度～）  

（
望
洋
櫛
郎
埴
萱
一
）
 
 
 

旧区分：  要支援   要介護1  要介護2   要介護3   要介護4   要介護5  



要支援2と要介護1の「維持・改善」及び「悪化」の推移について  

1年間継続して受給した者について集計  

要支揺1  要支越2  要介繕1  要介繕2  要介控3  要介控4  要介緩5   

注：要介夏草1の雪空度化には、平成18年4月の介托保険制虚報正により要支援2へ移行した受紬者を含む。  

（
望
芽
秒
劇
場
輩
N
）
 
 
 

※ 要支援2の要介護度の悪化は要介護1～要介護5   

要介護1の要介護度の悪化は要介護2～要介護5  である  
平成18年度 介護給付費実態調査結果の概況  
（平成18年5月審査分～平成19年4月審査分）  



「要介護度が悪化した者の発生率」を用いた  

介護予防サービスの効果分析の結果について（概要）  
（新予防給付（要支援2相当））  

施策導入後  施策導入前  
有
意
差
あ
り
 
 
 

維持改善［亘〕  

（一般高齢者・特定高齢者・  

要支援1■要支援2・要介護1）  

維持改善［垂〕  

（一般高齢者一特定高齢者・  

要支援・要介護1）  

対象者1，000人に対して18．3％減少．女本検討会による効果分析に当た主  
導人前の悪化人数に対して73％減少；ては、施策導入前の要介護1と、喝  

：策導入後の要支援2が同等の状態  

l               ：にあると仮定しているため、ともに；  
：要介護2以上の状態になる場合を：  

；「要介護状態が悪化した」と定義し；  

■、ている。  

（
望
蒜
㈱
鵬
駆
逐
U
）
 
 
 

悪化する人数は、  1，000人を1年間追跡（12，000人・月）したとすれば、  
83人減少する。   導入前に比べて、導入後は統計学的有意に1  

※性・年齢調整を実施  




